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○ 史跡などの歴史的文化遺産を保護し、適正な保存整備を進めます。 

○ 復元整備を進めている熊本城を核とし、本市の自然環境などを活かした観光資

源の更なる魅力の向上を図ります。 

○ 環境分野の新産業や環境負荷の低減に努める農水産業を支援します。 

環境目標２ くまもとの風土を活かした都市をつくる 

 

２－１ 歴史文化をまもり、育てる 

基本目標 

  歴史的文化遺産や自然などの環境資源を活かした、魅力あふれるまちをつくる 

 

取組の方向性 

 

 

 

 

 成 果 指 標  

項目名 
基準値 

平成 20年度 

実績値 

令和元年度 

目標値 

令和 2年度 

文化に親しんでいる市民の割合 31.1％ 28.9％ 47.0％ 

 

 

熊本地震時に実績値が大きく減少しましたが、復興とともに徐々に増加している傾向

にあります。しかしながら実績値と目標値に開きがあるため、今後は積極的な文化芸術

活動に関する情報を発信し続け、市民が身近に感じるものにしていきます。 
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２－１－１ 歴史的文化遺産等を保護し、継承する 

 

 令和元年度 取組の実績 

 

●史跡等文化財の保存と整備 

被災文化財を中心に調査を実施し、市所有の文化財については順次復旧を実施してい

ます。民間所有の文化財については復旧に関わる補助制度や復旧方法について説明し、

一つでも多くの文化財が保存されるよう努めています。 

 無形文化財については熊本市郷土文化財保存活動事業費補助金を活用し、保存・継承

の支援を行っています。 

 

●熊本城を地震前の姿に復旧整備する 

 平成９年に策定した熊本城復元整備計画に基づき復元整備に取り組んできましたが、

平成２８年熊本地震により熊本城は全域的に甚大な被害を受けました。 

令和元年度は、大天守の外観復旧が完了し、特別公開第１弾を実施するとともに、特

別公開第２弾に向けて特別見学通路を整備しました。なお、令和３年春、復旧完了を予

定している天守閣の工事や、飯田丸五階櫓の石垣復旧工事については現在継続中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成 果 指 標  

項目名 
基準値 

平成 21年度 

実績値 

令和元年度 

目標値 

平成 30年度 

熊本城復元整備基金への募金額

（累計） 
3億 8千万円 3億 3千万円 － 

指定文化財件数 234件 265件 300件 

特別見学通路 
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 熊本城復元整備基金への寄附制度である新一口城主制度は、平成２８年度に発生した

熊本地震により休止となりました。その後、「熊本城災害復旧支援金」及び「復興城主」

制度を立ち上げ、それぞれ、令和元年度で、１億４千万円（熊本城災害復旧支援金）、

１億９千万円（復興城主）の寄附がありました。 

また、指定文化財件数については、旧城南町、旧植木町の指定文化財の調査を実施し、

指定に値する文化財を指定していく予定でしたが、平成２８年熊本地震を受けて、地震

被害があり滅失の恐れや修理の必要のある未指定文化財について指定を急ぐよう方針

を転換しました。令和元年度は国登録有形文化財１件の登録、県指定１件があり、指定

等の文化財は２件増加しました。今後も被災文化財を中心に指定を進めていく予定です。 

 

 今後の課題 

◎史跡等文化財の保存と整備 

文化財等の調査や保存に関しては、復旧に関わる文化財担当者が不足しており、各分

野の専門性を持った職員が十分に配置できていません。 

また、子どものころから地域の文化財に触れ親しむことは、今後の保存・継承及び地

域文化を活かしたまちづくりに重要であるため、若い世代が興味を持つような取組が必

要となっています。 

 

◎熊本城を地震前の姿に復旧整備する 

短中期的には石垣・建造物等の文化的価値保全と計画的復旧に取り組むこととなりま

す。今後も、平成３０年３月策定の「熊本城復旧基本計画」に基づき丁寧な復旧を進め

るとともに、戦略的な公開・活用に取り組みます。 
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２－１－２ 環境資源等を活かした産業を育てる 

 

 令和元年度 取組の実績 

●歴史や文化を活かした観光の振興を図る 

植木温泉エリア・水前寺エリア（水前寺成趣園周辺）の２つの地区の活性化を目的に

地域住民と協力し「ＷＡのあかり２０２０」開催へ向けた取組を実施しました。 

開催時期：植木温泉エリア 令和元年１２月２１日（土）～令和２年１月１５日（水） 

※ 水前寺エリアは、新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

また、熊本の豊かな水をテーマにした動画「The Tale of Water」を製作し、本市の

魅力ある観光資源として、ＳＮＳ等を活用した情報発信を行いました。 

更に、本市の水にかかわる自然、歴史、風習、人物、芸術など有形または無形の資源

を「熊本水遺産」として登録、顕彰することにより、本市の水資源について保全の意識

を高めるとともに、その魅力を内外に発信しました。（令和元年度末 ９２件登録） 

 その他、水や水にまつわる文化を守る方々や、水の魅力をＰＲする方々を「くまもと

水守」の愛称で登録し、水守を通じた人材育成や情報提供を行うことで、本市の魅力を

発信しました。また、水守間のネットワークを構築するため勉強会を開催し、活動状況

の共有等意見交換を実施しました。（令和元年度末 １８７名登録） 

 

●環境と調和した産業を支援する 

環境・バイオテクノロジーを含む成長が期待される産業分野の製品・技術等の研究開

発事業に対して、必要な経費の一部を助成する新製品・新技術研究開発助成事業を実施

しました。 

 また、「くまもと大学連携インキュベータ」に入居するバイオ関連事業者に対して賃

料補助を行い、支援しました。 

 地産地消推進のため、イベント開催や農産物直販所の支援により、地元産農水産物の

ＰＲを行いました。また、農漁業者や食品関連事業者を対象に、農商工連携による商品

開発等をテーマとしたセミナーを行いました。学校給食については、生産者や教育委員

会と連携し、市産農産物利用促進に努めました。 

国の環境保全型農業直接支払交付金を活用し、化学肥料・化学合成農薬の使用量削減

や有機農業の取組を推進するとともに、作付前土壌診断に基づく適正施肥を推進しまし

た。 

 また、施設園芸部門における取組として、省エネ効果の高い施設・機械等の導入を支

援し、燃油使用量の削減を推進しました。 
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<参考指標> 

項目名 
基準値 

平成 21年度 

実績値 

令和元年度 

熊本城入園者数 

（※平成 28年 5月以降は二の丸広場の入園者を

カウント） 

171.0万人 18.6万人 

 

 

※ 平成２１～２７年度の数値は有料区域への入園者数です。 

平成２８年５月１２日より有料区域への入園者数に替わり、二の丸広場の入園者数

をカウントしています。また、平成２８、２９年の数値は１～１２月までの数値です。 

令和元年度は特別公開第１弾の有料区域への入園者数です。 

 

令和元年１０月５日から開始した特別公開第１弾は、原則日曜・祝日のみ実施し、令

和元年度の入園者数は１８６，１３７人でした（令和２年３月は新型コロナウイルス感

染症の影響により休止）。 

省エネ効果の高い設備が 

導入されたビニールハウス 

植木温泉エリアの「ＷＡのあかり」 
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 今後の課題 

◎歴史や文化を活かした観光の振興を図る 

地域に点在する魅力ある資源の発掘及び既存資源の更なる磨き上げを行っていくと

ともに、インターネットやＳＮＳ等を活用し効果的に情報発信をしていく必要がありま

す。 

また、熊本水遺産等の活用により、水に関する歴史や文化、食、風習など、本市の魅

力を後世に伝えるとともに、水を活かした都市ブランド力を高めるため、更なるＰＲを

行う必要があります。 

 加えて、「平成の名水百選」や「熊本水遺産」をはじめとした恵まれた水資源の保全

と、世界に誇る地下水都市の魅力を発信する担い手の育成を推進するとともに、「くま

もと水守」などの更なる活動の場を創造する必要があります。 

 更に、令和４年４月に開催予定のアジア・太平洋水サミットにおいて、本市の地下水

保全の取組を国内外に発信することにより、本市の魅力向上を図る必要があります。 

 

◎環境と調和した産業を支援する 

産学連携によりマッチングした案件が製品化に繋がるような支援体制を構築する必

要があります。 

また、インキュベータにおいては、創業・新事業展開を目指す事業者を発掘し入居を

促していく必要があります。 

東部堆肥センターで生産される堆肥の耕種部門への流通等について、ＪＡ等の関係機

関と連携し引き続き協議していく必要があります。 

また、施設園芸部門では、農家経営の安定を目的とした燃油使用量の削減を引き続き

推進することで、更なる地球温暖化防止に努めます。 
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○ 地域の特性に即した都市景観の保全、育成、創造を図ります。 

○ 緑化や市民の憩いの場である公園の適切な維持管理と計画的な整備を行います。 

○ 緑化の推進や住環境に配慮した、安全で快適な道路環境を確保します。 

○ 建築協定制度の活用などによる良好な居住環境の誘導に努めます。 

２－２ 魅力ある都市空間をつくる 

 

基本目標 

  良好な景観を次世代に継承し、魅力ある都市空間を形成する 

 

取組の方向性 

 

 

 

 

 

 成 果 指 標  

項目名 
基準値 実績値 目標値 

平成 21年度 平成 28年度 令和元年度 令和 2年度 

地域の特色あるまちなみ（街

並み、自然の風景等）に関す

る満足度 

－ － 54.8％ 増加 

良好な居住環境が保たれて

いると感じる市民の割合 
57.5％ － 63.2％ 65.0％ 
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地域の特色あるまちなみ（街並み、自然の風景等）に関する満足度について、実績値

は平成３０年度から減少しています。地域の景観を特徴づける歴史的建造物の保存や、

眺望景観の保全などに引き続き取り組んでいく必要があります。また、景観に関する施

策・事業の推進と共に、広報活動にも努めていきます。 

良好な居住環境が保たれていると感じる市民の割合について、令和元年度は、平成 

３０年度より割合が０．１ポイント増加しており、目標値まであと１．８ポイントです。

令和２年度が目標値達成年度であるため、良好な居住環境に向けた施策をさらに推進し

ていく必要があります。 
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２－２－１ 自然や歴史を活かした都市景観をつくる 

 

 令和元年度 取組の実績 

 

●地域の特性に即した都市景観の保全、育成、創造 

景観法に基づく大規模行為の届出（２２７件）、特定施設届出地区行為届出（１１件）

に対し、景観計画に定める景観形成基準に適合するよう必要に応じ指導等を行いました。 

屋外広告物条例に基づく許可（新規２２４件、更新１，１４６件）を適切に行いまし

た。また、約１，１８０件の違反屋外広告物の撤去を行いました。 

 

 

水前寺周辺地域の眺望景観の保全 

 

 

 今後の課題 

◎地域の特性に即した都市景観の保全、育成、創造 

 違反広告物については、指導により一時的に改善されても再度設置されることも多い

ため、今後も啓発活動や是正指導を継続します。 
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２－２－２ 市民の憩いの場となる公園を整備する 

 

 令和元年度 取組の実績 

 

●市民の憩いの場である公園整備と維持管理 

老朽化が進んだ遊具等公園施設の更新及び地域住民の方が公園管理に参画していた

だく協働事業（公園協働地域業務委託事業）を継続実施しています。 

 

  

更新前                更新後 

新大江三丁目公園（複合遊具） 

 

  

更新前                更新後 

上立田公園（ターザンロープ） 

 

 今後の課題 

◎市民の憩いの場である公園整備と維持管理 

地域や民間との連携による新たな管理運営を検討し、既存公園の更なる有効活用に取

り組んでいく必要があります。 
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２－２－３ 安全で快適な道路環境を確保する。 

 

 令和元年度 取組の実績 

●道路網の構築と、安全で快適な道路の実現 

自動車専用道路である熊本西環状道路は、池上工区（池上ＩＣ～花園ＩＣ）を整備中

であり、その他の幹線道路については、熊本駅へのアクセス道路である都市計画道路 

春日池上線（Ｌ＝３００ｍ）が開通し、新たに自転車歩行者道を整備しました。 

また、２．１ｋｍの歩道整備や白川ちゃりんぽみち等の整備のほか、約６３０橋の法

定点検や各種長寿命化修繕計画の策定などによる安全な道路環境の確保に努めるとと

もに、快適な道路環境を持続させるため、第１期熊本市域街路樹再生計画を国市合同で

策定しました。 

 

 

  

熊本西環状道路 池上工区 
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都市計画道路 春日池上線 

 

 

橋梁点検 

 

 今後の課題 

◎道路網の構築と、安全で快適な道路の実現 

安全で快適な道路環境確保のため、限られた予算の中で更なる選択と集中による事業

の最適化及び、各種計画を確実に実現していくための体制づくりが求められます。 
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２－２－４ 事前配慮の仕組みをつくる 

 

 令和元年度 取組の実績 

●良好な居住環境の形成 

熊本県地球温暖化の防止に関する条例に基づく建築物環境配慮計画書の届出は５３

件で、結果を熊本市ホームページに随時公表しました。 

 

●環境配慮の仕組みをつくる 

開発において、雨水浸透マンホールの設計を指導し、２４６基が設置されました。 

また、開発許可の技術基準に基づき、開発区域内の緑化の指導を行いました。 

 熊本市公共事業環境配慮指針の運用により、市が実施する公共事業において、環境負

荷の低減、自然環境の保全及び歴史的・生活環境の保全のための配慮を行いました。 

 （公共事業環境配慮評価会議への付議案件：０件） 

 

  

建築物環境配慮計画書（市ホームページ掲載）    雨水浸透マンホール 

 

 今後の課題 

◎環境配慮の仕組みをつくる 

開発事業主による浸透マンホールの維持管理が適切になされないため、浸透能力が低

下する恐れがあります。また、緑化についても、開発事業主による適切な維持管理がな

されないことにより、緑化の目的が確保できない恐れがあります。 

 熊本市公共事業環境配慮指針について内容をより判りやすく改訂し、掲載の環境配慮

技術の更新についても、関係各課との継続的な検討を行っていきます。 


